
 

 

 

 

 

 

 

 

 
（鹿児島県明るい選挙推進協議会だより） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 平成２６年４月２７日（日）は忘れずに投票に行きましょう。選挙期日
に仕事，レジャー等で投票できない方は期日前投票を御利用ください。 

   

  

第１７号  令和元年７月１日 発行 ４月２７日（日）は衆議院鹿児
島県第２区選出議員補欠選挙の
投票日です！ 

鹿児島県明るい選挙推進協議会事務局 

〒890-8577  

鹿児島市鴨池新町10番1号           
鹿児島県選挙管理委員会内           
TEL：０９９－２８６－２２３７           
FAX：０９９－２８６－５５１７      
mail:senkyo@pref.kagoshima.lg.jp 

選挙のめいすいくん↑ 

 平成23年11月5日に鹿児島県議会庁舎会議室において，「大学生と議員との集い」を開催しました。主催は，県内の
大学生及び短大生等で構成する「学生投票率100％をめざす会」。当日は，県議会議員8名と同会会員12名が参加しまし
た。 

  

い  

Ａ 

Ｃ Ｂ 

 ＢはＨ２３．４．１０に執行された鹿児島県議会議員選挙の投票率で，ＣはＨ２１．８．３０に執行された第   
         

                 ４５回衆議院議員解散総選挙の投票率（全国平均）です。 

 （問合せ先 鹿児島県選挙管理委員会 TEL 099-286-2237） 

 対象区域は， 

 鹿児島市（谷山支所管内，喜入支所管内），指宿市，南九州市（旧頴娃町），
奄美市，大和村，宇検村，瀬戸内町，龍郷町，喜界町，徳之島町，天城町，伊仙
町，和泊町，知名町，与論町です。 

◎ 便利な不在者投票制度 ◎  
 ４月の異動等により，他の市町村へ引っ越した方も不在者投票により投票ができ

ます。詳しくは市町村選挙管理委員会へお尋ねください。 

「憲法」を読んでみよう！ 

  参議院議員通常選挙は，今後の日本の方向性を決定づける重要な国政選挙
です。棄権することなく，必ず投票に行きましょう。 

  鹿児島県議会議員選挙から，鹿児島大学郡元キャンパスとキャンセビルに 

て鹿児島市の期日前投票ができるようになります。 

  大学内への期日前投票所の設置は「九州初」となります。 

  是非ご利用ください。 

  なお，開設日時等は，下記のとおりとなりますので，お間違えのないよう 

ご注意ください。 

   

 

☆県内の他の市町村へ転出される方 

  平成２７年４月１２日までに県内の他の市町村に住所を移される方で，現住所 

  に３か月以上住んでおり，現住所地の選挙人名簿に登録されている方 

☆県内の他の市町村へ転入された方 

  平成２７年１月３日以降に県内の他の市町村から転入し，住所を移された方 

  で，旧住所地に引き続き３か月以上住んでおり，旧住所地の選挙人名簿に登 

  録されている方 

 学生投票率１００％をめざす会が，ご当地選挙啓 

発キャラクター「めいすいどん」を考案しました。 

 メール等で使用できるスタンプも作成しましたので 

是非ご活用ください。 

 なお，４月４日（土）天文館，４月１１日（土）鹿児島中央駅 

では県議会議員選挙に向けた街頭啓発にも参加します。 

 お近くにお越しの際は，お立ち寄りください。 

活用しよう！「期日前投票制度」 

※一部離島地域では，繰上投票が行われます。 

投票に行っど！！ 
 ※ 満１８歳から投票ができます。 

（H13.４.８までに生まれた方） 

詳しくはこちら（期日前投票の場所等） 

  選挙の当日に，仕事や旅行，レジャー，冠婚葬祭等の予定がある等
一定の事由に該当する場合は，「期日前投票」を行うことができます。 

  今回の参院選においても，鹿児島大学（鹿児島市），県立農業大学

校（日置市）等，各学校での期日前投票所設置のほか，移動式の期日
前投票所や商業施設への期日前投票所設置を予定しております。 

 投票日に投票に行けない方は，是非この制度を御活用ください。 

 （日本国憲法一部抜粋） 
第七条  天皇は，内閣の助言と承認により，国民のために，左の国事に 
     関する行為を行ふ。 
  四  国会議員の総選挙の施行を公示すること。 
第十五条  公務員を選定し，及びこれを罷免することは，国民固有の権 
      利である。 
③ 公務員の選挙については，成年者による普通選挙を保障する。 
④ すべて選挙における投票の秘密は，これを侵してはならない。選挙人 
   は，その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。 
第四十三条  両議院は，全国民を代表する選挙された議員でこれを組織 
                する。 
② 両議院の議員の定数は，法律でこれを定める。 
第四十六条  参議院議員の任期は，六年とし，三年ごとに議員の半数を 
                改選する。 
第四十七条  選挙区，投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する 
                事項は，法律でこれを定める。 

   選挙権は憲法で保障されている権利です。その憲法には，参院選に関す
る事項も，しっかりと定められています。 

  令和になり，初めての国政選挙です。一人一人が主権者として「未来へ
一票」を投じましょう。 


